
津市水洗便所改造費助成金交付要綱 

平成２９年３月２８日上下水道事業訓第４号  

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、水洗化の推進及び環境衛生の向上を図るため、生活扶助

を受けている者又は低所得者であって、その居住する住宅のくみ取便所及び 

浄化槽を水洗便所（処理区域の下水道管に接続されるものに限る。以下同じ。） 

に改造しようとするものに対し、津市上下水道事業の事務の執行に関する規 

程（平成１８年津市水道事業管理規程第４号）の規定により準用する津市補

助金等交付規則（平成１８年津市規則第４４号。以下「規則」という。）の

規定に基づき助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

 生活扶助を受けている者 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第

１１条第１項第１号に掲げる生活扶助を受けている世帯の世帯主をいう。 

  低所得者 助成金の交付を受けようとする年度における市民税及び県民

税非課税世帯の世帯主をいう。 

 浄化槽 浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第２条第１号に規定する

浄化槽（同法第３条の２第２項又は浄化槽法の一部を改正する法律（平成

１２年法律第１０６号）附則第２条の規定により浄化槽とみなされるもの

を含む。）をいう。  

 処理区域 本市の区域内における下水道法（昭和３３年法律第７９号。

以下「法」という。）第２条第８号に掲げる処理区域をいう。 

 改造工事等 法第１０条第１項の規定による排水設備を設置するための

工事及び法第１１条の３第１項の規定によるくみ取便所を水洗便所に改造

するための工事並びに既設の浄化槽を撤去する工事をいう。 

 （名称） 

第３条 第１条の助成金は、「水洗便所改造費助成金」（以下「助成金」とい

う。）と称する。 

 （交付の対象） 

第４条 助成金は、生活扶助を受けている者又は低所得者であって、次の各号



のいずれにも該当するものに対し、改造工事等に要する費用をその対象とし

て、これを交付するものとする。 

 下水道の供用開始後３年以内に改造工事等を実施した者（上下水道事業

管理者（以下「管理者」という。）がこの期間内に改造工事等をすること

ができなかったことについて相当の理由があると認める者を含む。） 

 市税、公共下水道事業に係る受益者負担金及び分担金並びに下水道使用

料を滞納していない者 

 （助成金の額） 

第５条 助成金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度

とし、予算で定める範囲内において、これを交付するものとする。 

 生活扶助を受けている者 改造工事等に要する費用から生活保護法第１

４条第２号に掲げる事項の範囲内において行われる住宅扶助として受けた

額を控除した額 

 低所得者 改造工事等に要する費用に１０分の１を乗じて得た額（当該

額が３５，０００円を超えるときは、３５，０００円） 

２ 前項各号の規定により算出された助成金の額に１，０００円未満の端数が

あるときは、これを切り捨てるものとする。 

 （交付の申請） 

第６条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、改

造工事等に着手する日の１０日前までに、水洗便所改造費助成金交付申請書

（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて管理者に提出するものとする。 

 世帯全員の住民票その他居住していることが分かる書類 

 世帯全員の市・県民税所得課税証明書 

 世帯全員の市税完納証明書 

 改造工事等に要する費用に係る見積書の写し 

 排水設備計画確認申請書の写し 

 排水設備調書図面の写し 

 位置図 

 （交付の適否の決定） 

第７条 管理者は、前条の規定による提出があったときは、速やかにその内容

を審査の上、助成金の交付の適否を決定し、その結果を水洗便所改造費助成

金交付決定（却下）通知書（第２号様式）により申請者に通知するものとす

る。 



２ 前項の場合において、管理者は、生活扶助を受けている者に対する助成金

の交付を決定するときは、社会福祉事務所長と協議するものとする。 

 （実績の報告） 

第８条 規則第１２条の規定による実績報告書（規則第６号様式）の提出は、

補助事業が完了した日から起算して１４日を経過した日又は助成金の交付の

決定に係る会計年度が終了する日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類

を添えてこれを行わなければならない。 

   改造工事等に要した費用に係る請求書及び領収書の写し又はこれに準ず

るもの 

   工事施工写真 

（助成金の支払） 

第９条 助成金は、次に掲げる方法により支払うものとする。 

   生活扶助を受けている者に対する助成金は、改造工事等の検査終了後、

当該工事施工者に直接支払うものとする。 

   低所得者に対する助成金は、改造工事等の検査終了後、当該低所得者に

支払うものとする。 

 （委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。 

   附 則 

１ この訓は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ この訓の規定は、この訓の施行の日以後の申請に係る助成金について適用

する。 



第１号様式（第６条関係） 

水洗便所改造費助成金交付申請書 

年  月  日  

（宛先）津市上下水道事業管理者 

（〒      ）     

住 所             

申請者 氏 名             

電 話             

 津市水洗便所改造費助成金交付要綱第６条の規定により、水洗便所改造 

費助成金について、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

施 設 区 分    □くみ取便所      □浄化槽撤去 

工 事 場 所   

工 事 施 工 者   

工 事 金 額   

添 付 書 類   



第２号様式（第７条関係） 

水洗便所改造費助成金交付決定（却下）通知書 

（記 号 番 号）  

年  月  日  

（氏 名） 様 

津市上下水道事業管理者 （氏 名） 印   

年  月  日付けの水洗便所改造費助成金の交付申請につい 

て、津市水洗便所改造費助成金交付要綱第７条第１項の規定により、次の 

とおり決定しましたので通知します。 

決 定 区 分    交付決定    ・     却下 

助 成 金 額   金        円 

決定（却下）理由 


